
全32車両
0形9編成18両については適合済み。2028年度末までに全て適合
車両に入れ替える

R6年度2編成4車両を発
注（第30・31編成）

　　②　軌道車両を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める
　　　基準を遵守するために必要な措置

　　⑤　移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

案内放送装置に
よる情報提供

運行に関する情報を聞き取りやすい音量や速さで提供できるよ
う教育した

実施済み

　　③　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助
　　　旅客施設における誘導その他の支援

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

対象となる軌
道車両

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

第５号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（軌道車両）

（令和６年度）

　　 住　　所　千葉県千葉市稲毛区萩台町199番地1
　　　　　　　 

　　①　軌道車両を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

　 　事業者名　千葉都市モノレール株式会社
　　 代表者名　代表取締役社長　小池　浩和　　　　　　　

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

Ⅰ　前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

　（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況

情報提供
駅舎エレベーターの点検予定日を毎月ホームページとエレベー
ターのカゴに広報する。

実施済み

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

乗降介助
無人駅における対応として、運転士は車イス利用旅客の乗降介
助を実施（2019年度以降継続）

列車に搭載の乗降板を
使用し、全運転士が乗
降介助に対応した

　　④　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対　策 前年度の実施状況

障害者の接遇に
関する民間資格
の取得促進

サービス介助士の資格取得及び資格更新にかかる費用を会社負
担とし、資格取得と資格技能の継続を図る。令和6年度実施の
介助士試験で全運転士が介助士資格を取得した

令和6年度の運転従事
者の新規介助士資格取
得者は7名で全運転士
が資格を取得済み



　（３）報告書の公表方法

　（２）移動等円滑化の促進を達成するために（１）と併せて講ずべき措置の実施状況

令和９年度末までに全ての車両を０形（適合車両）に入れ替えるため、千葉市等に車両補助金の
要望を行っている。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで広報。（ｈttps://chiba-monorail.co.jp/index,php/company-info/idoenkats_torikumi/)

　（４）その他

　　  についての軌道車両の利用者に対する広報活動及び啓発活動

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

ステッカーの貼
付

全車両にヘルプマークを貼付し普及啓発に努めた。（2021年度
以降継続）

継続的に実施した。併
せて、ヘルプマークの
趣旨を紹介するポス
ターを掲出した。

　　⑥　高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮



（令和6年度） （令和6年度）
平成15年4月16日付
国鉄業第７号、国鉄技第１8号
に係る報告様式

Ⅱ．軌道車両の移動等円滑化の達成状況 事業者名　千葉都モノレール㈱　　　　　

（令和7年3月31日現在） （令和7年3月31日現在） （令和7年3月31日現在）

軌道の種類

懸垂式軌道
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（合計）
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編成
（両）
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編成
（両）

16 編成 0 編成 0 編成 9 編成 9 編成
0

0
編成
（両）

9

18
編成
（両）

0 編成 16 編成 9 編成 9 編成 0 編成 9 編成

案内装置のある
編成数

車両間転落防止
設備のある編成

数

車椅子スペースの数
が改正前の公共交通
移動等円滑化基準省
令の規定を満たして
いる編成数（令和2年
4月施行前の基準へ

の適合状況）

案内装置のある
編成数

（令和2年4月施
行前の基準への
適合状況）

改正前の公共交通移
動等円滑化基準省令

に
適合した編成数

（両）（令和2年4月施行
前の基準への適合状

況）

改正前の公共交通移
動等円滑化基準省令

に
適合した編成数

（両）（令和3年7月施行
前の基準への適合状

況）

車椅子スペースの数
が改正前の公共交通
移動等円滑化基準省
令の規定を満たして
いる編成数（令和3年7
月施行前の基準への

適合状況）

乗降口の戸の開閉する
側を音声により知らせる
設備のある編成数

うち、自動的に知ら
せるための設備の
ある編成数（連続）

うち、自動的に知ら
せるための設備の
ある編成数（予告）

事業の用に供し
ている編成数

（両）

公共交通移動等円
滑化基準省令に
適合した編成数

（両）

車椅子スペースの
数が公共交通移
動等円滑化基準
省令の規定を満
たしている編成数

便所のある編成
数

便所のある編成
の

うち車いす対応型
便所のある編成

数



追加調査様式（令和6年度）

事業者名　千葉都モノレール㈱　　　　　 事業者名　千葉都市モノレール㈱　 事業者名：千葉都市モノレール（㈱）　　　　　　　　　　　　　　

（令和7年3月31日現在） （令和7年3月31日現在） （令和7年3月31日現在） （令和13年3月31日見込み）
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案内装置のある編成
数
（両）

第32条第8項以外、
公共交通移動等円
滑化基準省令に適

合するもの

運行情報提供設
備のある編成数

軌道車両において、1
車両に1以上の車椅子
スペースを設置してい

る編成数（両）

改正前の公共交通移
動等円滑化基準省令
に適合した編成数
（両）（令和2年4月施
行の基準への適合状

況）

車椅子スペースの数
が改正前の公共交通
移動等円滑化基準省
令の規定を満たして
いる編成数（令和2年
4月施行の基準への

適合状況）

改正後の公共交通移
動等円滑化基準省令
に適合した編成数
（両）（令和5年4月施
行の基準への適合状

況）

車椅子スペースの数
が改正後の公共交通
移動等円滑化基準省
令の規定を満たして
いる編成数（令和5年
4月施行の基準への

適合状況）



〇

Ⅲ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第６条の２で定める要件に関する事項

（１）過去３年度における１年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。

（２）過去３年度における１年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、か
　　　つ、以下のいずれかに該当する。
　　　①中小企業者でない。
  　　②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50％以上所有しているか、又は自社に対
　　　し50％以上出資している中小企業者である。


